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○浜松市食品衛生法の施行に関する条例 

平成１２年３月２４日 

浜松市条例第５５号 

改正 平成１６年３月３日浜松市条例第２号 

平成１７年６月１日浜松市条例第１３５号 

平成１８年１２月１５日浜松市条例第１３４号 

平成２０年１２月１１日浜松市条例第７８号 

平成２４年１２月１４日浜松市条例第６６号 

平成２７年３月１７日浜松市条例第３６号 

令和２年３月２４日浜松市条例第１８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）の

施行について、必要な事項を定める。 

（食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準） 

第１条の２ 食品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号。以下「政令」という。）第

８条第１項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の設備の基準は、食品衛生法施

行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。以下「省令」という。）第３６条第１項（省令

を改正する命令のうち同項に関する部分を含む。）に定める基準とする。 

２ 政令第８条第１項の規定により条例で定める食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、

省令第３６条第２項（省令を改正する命令のうち同項に関する部分を含む。）に定める

基準とする。 

第２条 削除 

（給食施設の届出） 

第３条 法第６２条第３項に規定する場合において、食品の供与を開始した者は、速やか

にその旨を市長に届け出なければならない。 

（許可営業以外の営業の届出） 

第４条 政令第３５条各号に掲げる営業以外の営業で別表に規定するものを開始した者は、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定
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める。 

附 則 

 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３日浜松市条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年６月１日浜松市条例第１３５号） 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条第１項の

規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者に対する改正後の別表第１の２

の(2)の規定の適用については、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の

例による。 

附 則（平成１８年１２月１５日浜松市条例第１３４号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１１日浜松市条例第７８号） 

この条例は、平成２１年２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１４日浜松市条例第６６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１７日浜松市条例第３６号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、別表第１の第１の２の(4)イ及

びウの改正は、同年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２４日浜松市条例第１８号）

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則第５条の規定の

適用がある場合においては、改正前の第２条並びに別表第１及び別表第２の規定は、な

おその効力を有する。この場合において、同条第１項中「法第５０条第２項（法第６２

条第１項において準用する場合を含む。）」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正す

る法律（平成３０年法律第４６号）附則第３条に規定する旧食品衛生法（第３項におい

て「旧法」という。）第５０条第２項」と、同条第３項中「法第５０条第３項（法第６

２条第１項において準用する場合を含む。）」とあるのは「旧法第５０条第３項」と、

改正前の別表第１中「営業（法第６２条第１項に規定するおもちゃを製造し、輸入し、

又は販売する業を含む。)」とあるのは「営業」と、「、容器包装及びおもちゃ」とある
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のは「及び容器包装」と、改正前の別表第２中「営業（法第６２条第１項に規定するお

もちゃを製造し、輸入し、又は販売する業を含む。)」とあるのは「営業」とする。 

別表（第４条関係） 

１ 漬物製造業 

２ こんにゃく製造業 

３ 魚介類加工業 

４ かきのむき身業 

５ そうざい半製品製造業 

６ 液卵製造業 

７ 鶏卵の選別包装業 

８ 健康食品製造業 

９ 生食用野菜の細切業 

１０ その他市長が定めるもの 


